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地方公共団体金融機構の業務の在り方に関する検討

○ 地方公共団体金融機構法（平成19年法律第64号）（抄） 附則

（検討）
第25条 政府は、平成29年度末を目途として、この法律の施行状況、地方公共団体による資本市
場からの資金調達の状況等を勘案し、地方公共団体による資本市場からの資金調達を補完する
ことを旨として業務の重点化を図ることの重要性に留意しつつ、機構の自主的かつ一体的な経営
を確立する観点から、機構の業務の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

２ 前項の規定による検討を行うに当たっては、総務大臣は、都道府県知事、都道府県議会の議
長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の意見を聴かなければ
ならない。

○ 地方公営企業等金融機構法案に対する附帯決議（平成19年５月８日 衆議院総務委員会）（抄）

三 機構の貸付対象となる公営企業の範囲を定める政令の制定、業務の重点化、平成29年度末を
目途とする業務のあり方全般に係る検討に当たっては、機構が地方債資金の共同調達の機能を
担う地方共同法人であることにかんがみ、地方公共団体のニーズを十分踏まえ、これを行うこ
と。また、検討結果に基づく措置を講ずるに当たっては、地方六団体の意見を最大限尊重する
とともに、地方分権改革の方向性との整合性を確保すること。
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※ 平成19年５月22日参議院総務委員会附帯決議にも同内容の記載あり。



【全国知事会】「地方税財源の確保・充実等に関する提言」（平成29年７月28日）

【全国市長会】「決議・特別提言・重点提言・提言」（平成29年６月７日第87回全国市長会議決定）

【全国町村会】「平成30年度政府予算編成及び施策に関する要望」（平成29年７月６日）
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地方六団体の意見①

Ⅳ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保等
１ 地方一般財源総額の確保等

また、地方債については、長期・低利の公的資金の安定的確保を図るべきである。特に、一般会計及び公営
企業に必要な資金を供給する地方公共団体金融機構の業務の在り方の検討にあたっては、現行の枠組みを堅持
し、引き続き資金調達に支障を来すことのないようにすべきである。

17．地方債等の充実・改善に関する提言
１．生活関連社会資本等の整備を推進するため、所要の地方債総額を確保するとともに、長期・低利の良質な

公的資金の安定的確保を図ること。
また、一般会計及び公営企業に必要な資金を供給する地方公共団体金融機構の業務の在り方の検討に当

たっては、現行の枠組みを堅持し、引き続き都市自治体の資金調達に支障を来すことのないようにすること。

４．町村財政基盤の確立
３．地方債の充実改善

（１）町村が、防災・減災対策、公共施設の老朽化対策及び地域の活性化への取り組み等を着実に推進でき
るよう、地方債の所要総額を確保すること。
また、町村は資金調達力が弱いこと等を踏まえ、財政融資資金や地方公共団体金融機構資金といった

長期・低利な公的資金を安定的に確保すること。
特に、一般会計及び公営企業に必要な資金を供給する地方公共団体金融機構の業務の在り方の検討に

あたっては、現行の枠組みを堅持し、引き続き町村の資金調達に支障を来すことのないようにするこ
と。



【全国都道府県議会議長会】「第157回定例総会議決事項」地方自治委員会（平成29年７月）

【全国市議会議長会】「平成30年度地方税財政対策に関する要望書」（平成29年７月）

【全国町村議会議長会】「平成30年度 国の予算編成並びに施策に関する要望」（平成29年７月）
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地方六団体の意見②

平成30年度政府予算編成並びに施策に関する提言
２ 地方税財源の充実強化について
（２）地方交付税総額の確保等

③ 地方債については、地方が支障なく資金調達できるよう、所要総額を確保するとともに、長期・低利
な公的資金を安定的に確保すること。

なお、地方に必要な資金を供給する地方公共団体金融機構の業務の在り方の検討に当たっては、現行
の枠組みを堅持し、資金調達に支障を来たすことのないようにすること。

５ 平成30年度地方債計画について
５ 地方公共団体金融機構の役割の保持

地方公共団体金融機構については、地方公共団体による資本市場からの資金調達を補完する公的資金の役
割を担っていることから、業務のあり方の検討に当たっては、現行の枠組みを堅持し、地方公共団体の資金
調達に支障が生じないようにすること。

第４ 町村財政の強化
３ 地方債の改善充実

防災・減災対策、公共施設の老朽化対策及び地域の活性化への取組み等を着実に推進できるよう、地方債
資金の所要額の確保を図るとともに、長期・低利な公的資金（特に、地方公共団体金融機構資金）を安定的
に確保すること。

また、一般会計及び公営企業に必要な資金を供給する地方公共団体金融機構の業務の在り方の検討にあ
たっては、現行の枠組みを堅持し、引き続き町村の資金調達に支障を来すことのないようにすること。



（参考）政策金融改革の状況
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金融公庫
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国際協力
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沖縄振興開発
金融公庫

中小企業
金融公庫

商工組合
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公営企業
金融公庫

改革前 改革の方向性

完全民営化
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金融機構
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検討規定【期限】 対応状況等

独立

改
組

政策金融機関

本検討会において議論

 「パッケージ型インフラ海外展開
関係大臣会合」（平成22年9月
～24年10月）決定を踏まえ、国
際協力銀行の分離が決定

 国際協力銀行は、平成28年5
月に更なる機能強化を目的と
した法改正を実施

※ H26年度末の見直し規定に
基づき、内閣府の「成長資金
の供給促進に関する検討
会」での議論等を踏まえた法
改正により、できる限り早期
に政府保有株式の全部を処
分する旨の規定が置かれた

（平成20年10月～）

（平成24年6月～）

新たな
政策
金融
機関
に統合

（H24に統合予定）
統合延期（H24→H34）

業務の在り方全般につい
て検討を加え、必要があ
ると認めるときは、所要
の措置を講ずる
【平成29年度末目途】

業務の在り方について検
討を加え、必要があると
認められるときは、業務
の廃止その他の所要の
措置を講ずる
【期限の定めなし】

※ ２度の完全民営化延
期に際して、業務の
在り方等に関する検
討規定が置かれた
【H23年度末目途、
H 2 6 年度末目途 】

• 地方公共団体は共同して資金調達のための新組織を自ら設立
• 国は新たな出資・保証等の関与を行わない

（平成20年８月～） （平成21年６月～）
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地方共同法人
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